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「指定訪問介護」重要事項説明書 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 
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１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人 碧南市社会福祉協議会 

（２）法人所在地     愛知県碧南市山神町８丁目３５番地 

（３）電話番号       ０５６６－４６―３７０２ 

（４）代表者氏名     会長  石 川   徹 

（５）設立年月       昭和４７年１１月１８日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  指定訪問介護事業所 

平成１１年９月２８日指定 愛知県第 2372800058号 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（愛知県指定 第 2372800058号） 
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（２）事業の目的  指定訪問介護は、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）

が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立し

た日常生活を営むことができるように支援することを目的

として、サービスを提供します。  

（３）事業所の名称     碧南ふれあい訪問介護事業所  

（４）事業所の所在地   愛知県碧南市山神町８丁目３５番地 

（５）電話番号        ０５６６－４６－１１９８ 

            緊急 ０８０－６９１６－６０８７ 

（６）管理者氏名      中川 英治 

（７）当事業所の運営方針 要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力          

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入

浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援

助を行います。  

（８）開設年月      平成１２年４月１日 

（９）事業所が行っている他の業務 

   当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

  [介護予防・日常生活支援総合事業] 

平成２９年４月１日指定 愛知県第 2372800058号     

  [居宅介護 ] 

  平成１８年１０月１日指定 愛知県第 2313200061 号  

３．事業実施地域及び営業日・時間及びサービス提供日・時間 

（１）通常の事業の実施地域 碧南市内  

（２）営業日・時間及びサービス提供日・時間  

営業日 月曜日から金曜日 ただし、祝日、年末年始を除く 

営業時間 午前８時３０分から午後５時１５分 

サービス提供日 年中無休 

サービス提供時間 午前７時から午後９時 

４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供する職員として、以下の

職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
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職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 職務の内容 

１．管理者 1名  

2.9名 

 

 

1 名  

２．サービス提供責任者 2名  2 名  

３．訪問介護員 2名 19名    

 

 

 

 

(1)介護福祉士 1名 7名   

(2)訪問介護養成研修１級

（ヘルパー1 級）課程修了者 

1名    

(3)訪問介護養成研修 2 級 

（ヘルパー2 級）課程修了者 

 12名   

 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常

勤職員の所定勤務時間数（例：週 40時間）で除した数です。 

（例）週 8 時間勤務の訪問介護員が 5 名いる場合、常勤換算では、1 名（8 時間×5

名÷40時間＝1名）となります。 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の大部分が介護保険から給付されます。  

<サービスの概要と利用料金> 

○身体介護 

 入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 

○生活援助 

 調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の世話を行います。 

☆ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービ 

ス計画（ケアプラン）がある場合には、それを踏まえた訪問介護計画に定められます。 

① 身体介護 

○ 入浴介助 

…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く（清拭）などします。 

○ 排せつ介助 

…排せつの介助、おむつ交換を行います。 

○ 食事介助 

…食事の介助を行います。 
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○ 体位変換 

…体位の変換を行います。 

○ 通院介助 

…通院の介助を行います。 

② 生活援助 

○ 調理 

…ご契約者の食事の用意を行います。（ご家族分の調理は行いません。） 

○ 洗濯 

…ご契約者の衣類等の洗濯を行います。（ご家族分の洗濯は行いません。） 

○ 掃除 

…ご契約者の居室の掃除を行います。（ご契約者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃

除は行いません。） 

○ 買い物 

…ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。 

＜サービス利用料金＞（契約書第８条参照） 

人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備等を行っている事業所として、特定事業所

加算Ⅱをいただいており、それぞれのサービスについて、平常の時間帯（午前 8 時から午

後 6時）での料金は次の通りです。 

また、令和６年度から令和８年度までの経過措置等として、地域単価の変更により地域

区分 6級地（１単位当たり 10.42円）の単価とさせていただきます。 
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＜利用料金負担１割の場合＞ 

 
サービスに要す

る時間 

20 分以上

30 分未満 

30分以上１

時間未満 

１時間以上  

１時間半未満  

  
身

体

介

護  

1.利用料金 2,680 円 4,260 円  6,240 円  

2.うち、介護保険か

 ら給付される金額  
2,412 円  3,834 円  5,616 円  

3.サービス利用に係

 る自己負担額 (1-2) 
 268 円   426 円   624 円  

 
サービスに要す

る時間 

20 分以上 

45 分未満 

45 分以上 

 

 

 

 

生

活

援

助  

4.利用料金 1,970 円  2,420 円  

5.うち、介護保険か  

 ら給付される金額 
1,773 円  2,178 円  

6.サービス利用に係

 る自己負担額 (4-5) 
197 円  242 円  

☆サービス利用料金の自己負担額は、介護保険負担割合証に記載してある割合にしたが

っていただきます。２割負担の場合は上記の２倍、３割負担の場合は上記の３倍をい

ただきます。 

☆身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に、引き続き所要時間 30分以上の生活

援助が中心である指定訪問介護を行ったときの料金は国の定められた規定どおりです。 

☆「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的 

な所要時間です。 

☆上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に

基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて、介

護給付費体系により計算されます。 

☆平常の時間帯（午前 8時から午後 6時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の

割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲

内であれば、介護保険給付の対象となります。 

・夜間（午後 6時から午後９時まで）：25％ 

 ・早朝（午前７時から午前 8時まで）：25％ 

☆２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、

通常の利用料金の２倍の料金をいただきます。 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ

たんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保
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険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合

も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うため

に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負

担額を変更します。なお、介護保険負担割合証に記載してある割合にしたがっていた

だきます。２割負担の場合は下記の２倍、３割負担の場合は下記の３倍をいただきま

す。 

＜利用料金負担額１割の場合＞ 

 利用料金 うち、介護保険から

給付される金額 

サービス利用に

係る自己負担額 

初回加算 2,000 円／月 1,800 円／月 200 円／月 

緊急時訪問介護加算 1,000 円／回 900 円／回 100 円／回 

生活機能向上連携加算Ⅰ 1,000 円／月 900 円／月 100 円／月 

口腔連携強化加算 500 円／月 450 円／月 50 円／月 

☆初回加算は、新規、または過去二月に訪問介護の提供を受けていない場合に訪問介護計

画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内にサービス提供責任者

が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した

場合に加算されます。 

☆緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者が

ケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責

任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護（身体介護）を行っ

た場合に加算されます。 

☆生活機能向上連携加算Ⅰは、利用者に対して、訪問リハビリテーション若しくは通所リ

ハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療

提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言を受けることができ

る体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とし

た訪問介護計画を作成（変更）した場合に加算されます。 

☆口腔連携強化加算は、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を

得て、ケアマネジャーに対し、評価の結果を情報提供した場合に加算されます。 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5条、第 8条参照） 

＊以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

 ①介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス 

☆介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の

全額がご契約者の負担となり、次の通りです。また、令和６年度から令和８年度までの

経過措置等として、地域単価の変更により地域区分 6 級地（１単位当たり 10.42 円）の
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単価とさせていただきます。 

身体介護 20 分以上 

30 分未満 

30 分以上 

１時間未満 

１時間以上  

１時間半未満  

 

2,680 円 4,260 円 6,240 円   

生活援助 20 分以上 

45 分未満 

45 分以上 

 
 

  
1,970 円 2,420 円 

☆平常の時間帯（午前 8 時から午後 6 時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の

割合で利用料金に割増料金が加算されます。 

・早朝（午前７時から午前 8時まで）：25％ 

・夜間（午後 6時から午後９時まで）：25％ 

（３）交通費（契約書第８条参照） 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場

合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。なお、自動車を使用

した場合の交通費は、次の額をいただきます。 

①事業所の実施地域を越える地点から、片道２０km 未満 ５００円 

②事業所の実施地域を越える地点から、片道２０km を超え１０ｋｍまでごとに１００円

加算 

（４）利用料金のお支払い方法（契約書第８条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月 26日

（当日が休業日のときは、翌営業日）に指定の金融機関から口座振替の方法でお支払いい

ただきます。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて

計算した金額とします。） 

金融機関からの引落し業務は、三井住友カード㈱に委託しています。 

（５）利用の中止、変更、追加（契約書第９条参照） 

〇利用予定日の前に、ご契約者の都合により、訪問介護サービスの利用を中止、変更、

又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施 

日の前営業日の午後 5 時までに事業者へ申し出てください。 

〇利用予定日の前営業日の午後 5 時までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申

し出をされた場合、取消料として当日の利用料金自己負担額をお支払いいただきます。

ただし、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

〇サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況によりご契約者

の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示

して協議します。 

（６）所得が低く生計が困難な方につきましては、基準に基づき、申請により利用者負担
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の軽減を受けることができます。 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを

提供します。 

（２）訪問介護員の交替（契約書第６条参照） 

 ①ご契約者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と

認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員

の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はで

きません。 

 ②事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益

が生じないよう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項（契約書第７条参照） 

①定められた業務以外の禁止 

契約者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事

業者に依頼することはできません。 

②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業

者は訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものと

します。 

③ 備品等の使用 

訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使

用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていた

だきます。 

（４）サービス内容の変更（契約書第１０条参照） 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができ

ない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービス

の内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

（５）緊急時の対応方法（契約書第１２条参照） 

 サービスの提供時に容体の変化等により緊急を要する場合は、事前の打合せにより、救

急車、家族、主治医、居宅介護支援事業所等へ連絡します。 
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（６）訪問介護員の禁止行為（契約書第１４条参照） 

訪問介護員は、ご契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行

為は行いません。 

①医療行為 

②ご契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

③ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

④飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤ご契約者もしくはその家族等に対する宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥その他、ご契約者もしくはその家族等に対する迷惑行為 

７．苦情の受付について（契約書第２３条参照） 

（１）苦情の受付 

○お客様相談係（苦情受付窓口）  

        社会福祉法人碧南市社会福祉協議会             

地域福祉課長 中川 英治  

○受付時間  毎週月曜日～金曜日  午前９：００～午後５：００      

○電話番号  ０５６６－４６－３７０１  

     <苦情解決責任者 事務局長 中川 英治> 

（２）第三者委員 

本事業所では、地域にお住まいの以下の方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から 

本事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。利用者は、本事業所への苦

情やご意見は「第三者委員」に相談することもできます。 

  ＜第三者委員＞ 

名  前 連 絡 先 

榊󠄀 原 和 弘   電話 0566-42-5872 

清 水 ヨシエ   電話 0566-41-2918 

原 田 恵 子   電話 0566-48-1751 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

碧南市役所高齢介護課 

所在地  碧南市松本町２８番地 

電話   ０５６６－９５－９８８９ 

ＦＡＸ  ０５６６－４６－５５１０ 

受付時間 平日８：３０～１７：１５ 

愛知県国民健康保険団体連合会 

所在地  名古屋市東区泉１－６－５ 

電話   ０５２－９７１－４１６５ 

ＦＡＸ  ０５２－９６２－８８７０ 

受付時間 平日９：００～１７：００  
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愛知県社会福祉協議会 

（運営適正化委員会）           

所在地  名古屋市東区白壁１－５０ 

電話   ０５２－２１２－５５１５ 

ＦＡＸ  ０５２－２１２－５５１４ 

受付時間 平日９：００～１７：００ 

８．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

 ①虐待防止に関する責任者及び担当者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者   中川 英治 

虐待防止に関する担当者   三浦 晃敬 

 ②成年後見制度の利用を支援します。 

 ③苦情解決体制を整備しています。 

 ④虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者 

へ周知しています。 

 ⑤従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

 ⑥サービス提供中に、本事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者

を発見した場合は、速やかに、これを市に通報します。 

９．第三者評価の実施について 

 本事業所では、第三者による評価は行っておりません。 
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令和   年   月   日 

 

指定訪問介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を

行いました。  

 

碧南ふれあい訪問介護事業所  

管理者 中川 英治  

説明者氏名               印  

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サー

ビスの提供開始に同意しました。  

 

利用者  住所  

 

      氏名                  印  

 

 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第 37 号（平成 11 年 3 月 31 日）第 8 条の規定に基づき、

利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 

令和７年４月１日改定 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．契約締結からサービス提供までの流れ 

（１）ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サー

ビス計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「訪

問介護計画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。（契

約書第 3 条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ご契約者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサー

ビス提供の流れは次の通りです。 

 ①要介護認定を受けている場合 

 

 

②訪問介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合、

もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるか

どうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等

と協議して、訪問介護計画を変更します。  

 

 

③訪問介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付

し、その内容を確認していただきます。  

 

 

①訪問介護計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明

し、同意を得たうえで決定します。  

 

 

○居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。
○訪問介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただ
きます。（償還払い）

○作成された居宅サービス計画に沿って、訪問介護計画を変更し、それに基づき、ご契
約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負
担額）をお支払いいただきます。

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成
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②要介護認定を受けていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．サービス提供における事業者の義務（契約書第 12 条、第 13 条参照） 

当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、ご契約者又はその家族等

から聴取、確認します。  

③サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、

医師・医療機関への連絡体制の確保に努めます。  

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、サービス終了後５年間

保管するとともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を

○ 要介護認定の申請に必要な支援を行います。 

○ 訪問介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。 

○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払い頂きま

す。（償還払い） 

 

居宅サービス計画の作成 

 

○居宅サービス計画（ケア

プラン）を作成して頂きま

す。必要に応じて居宅介護

支援事業者の紹介等必要

な支援を行います。 

 

要介護と認定された場合 

○ 本契約は終了しま

す。 

○ 地域包括支援セン

ター（介護予防支援

事業者）への紹介を

行います。 

 

 

要支援と認定された場合 自立と認定された場合 

○ 契約は終了しま

す。 

○ 既に実施された

サービスの利用

料金は全額自己

負担となります。 

 

 

○ 作成された居宅サービ

ス計画に沿って、訪問

介護計画を変更し、そ

れに基づき、ご契約者

にサービスを提供しま

す。 

○ 介護保険給付対象サー

ビスについては、介護

保険の給付費額を除い

た料金（自己負担額）

をお支払い頂きます。 

 

介護予防サービス計画の作成 

 

○ 本事業所の介護予防訪問介護サービスが介

護予防サービス計画に位置づけられた場合

には、介護予防訪問介護サービスについて、

料金やサービス内容についてご説明し、同意

いただけた場合には介護予防訪問介護サー

ビスの提供について改めて契約を締結しま

す。 

○ 作成された介護予防サービス計画に沿って、

介護予防訪問介護計画を作成し、それに基づ

き、ご契約者に介護予防サービスを提供しま

す。 

○ 介護保険給付対象サービスについては、介護

保険の給付費額を除いた料金（自己負担額）

をお支払い頂きます。 
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交付します。 

⑤サービス実施時に、ご契約者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治

医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。  

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知

り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

しません。（守秘義務）  

・  ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に

ご契約者の心身等の情報を提供します。  

・ サービス担当者会議など、契約者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図

るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書

により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものと

します。 

３．損害賠償について（契約書第 15条、第 16条参照） 

 事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠

償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約

者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減

じる場合があります。 

４．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、

契約期間満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に

同じ条件で更新され、以後も同様となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができ

ますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了しま

す。（契約書第 18 条参照） 

①ご契約者が死亡した場合  

②要介護認定又は要支援認定によりご契約者の心身の状況が要支援又は自立と

判定された場合 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉

鎖した場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能に

なった場合 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合  

⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下

さい。） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。）  
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（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第 19 条、第 20 条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その 

場合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

①  介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合  

②  ご契約者が入院された場合  

③  ご契約者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合  

④  事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護

サービスを実施しない場合  

⑤  事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合  

⑥  事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重

大な事情が認められる場合  

（２）事業者からの契約解除の申し出（契約書第 21 条参照） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合  

（３）契約の終了に伴う援助（契約書第 18 条参照） 

   契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘

案し、必要な援助を行うよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 


